
大田市告示８９号 

  

 大田市幼児期通級指導教室による事業実施要綱を次のように定める。 

 

 令和８年４月１日 

                     大田市長 楫 野 弘 和 

 

大田市幼児期通級指導教室による事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、発達に個別の課題等がみられる幼児に対し、幼児期通

級指導教室（以下「幼児期通級」という。）による指導を行う場合の取り

扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。  

（指導） 

第２条 幼児期通級では、対象幼児の生活上の困難の改善及び克服を図るた

め、個別に指導を行う。 

（実施主体） 

第３条 指導の実施主体は、大田市とする。 

（対象） 

第４条 指導の対象となる者は、３歳児から５歳児までの個別の指導が必要

な者で、次のいずれかに該当する者とする。 

（１） 市内の幼児教育施設に在籍する者 

（２） 市内に住所を有する者 

（実施場所） 

第５条 指導の実施場所は、大田市が設置した幼児期通級とする。ただし、対

象幼児の保護者（以下「保護者」という。）の送迎が困難な場合は、対象幼

児の在籍する幼児教育施設で行う。 



（幼児期通級担当者） 

第６条 指導を実施するにあたり、次の各号のいずれかに該当する者を幼児

期通級担当者として配置する。 

（１） 幼児期の発達や幼児教育に精通した者 

（２） 幼児教育機関において勤務経験がある者 

（３） 前２号に定める者のほか、市長が適任と認めた者 

（幼児期通級による指導の内容） 

第７条 幼児期通級担当者は、保護者と対象幼児の在籍する幼児教育施設

との連携を図りながら対象幼児に適した目標を定め、次に掲げる内容の

指導を行うものとする。 

（１） 情緒の安定、状況の理解及び変化への対応に関すること。 

（２） 人間関係の形成や社会的能力に関すること。 

（３） 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

（４） 保有する感覚（視覚、聴覚、触覚等）の活用に関すること。 

（５） コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

（利用の申請） 

第８条 幼児教育施設長は、対象幼児に指導が必要であると認めるとき

は、保護者の同意を得て大田市幼児期通級指導教室による指導申請書

（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（利用の開始） 

第９条 市長は、指導の必要性があると判断した場合、大田市幼児期通級

指導教室による指導開始通知書（様式第２号）により通知するものとす

る。 

（利用の終了） 

第１０条 在籍する幼児教育施設長、保護者及び幼児期通級担当者の協議

において、指導を終了することが適当と認められるときは、幼児教育施



設長は、大田市幼児期通級指導教室による指導終了報告書（様式第３

号）により市長に報告するものとする。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、指導の実施について必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



様式第１号（第８条関係）  

 

年   月   日  

 

大田市長様 

 

                                     所（園） 

                                        所（園）長  

                                           氏  名            

 

 

大田市幼児期通級指導教室による指導申請書 

 

下記の幼児は、幼児期通級による指導が必要と思われるので申請します。  

 

 

記  

 
 

在籍する 

幼児教育施設名 
 

 幼 児 氏 名
ふ り が な

   性別     

生 年 月 日      年   月   日  

  日  

       歳児 

住所（電話）                        （               ）  

保 護 者 氏 名  

 指導が必要と思われる困難さの状況  

 

 

 

 

 

 

 備考   

 



様式第２号（第９条関係）  

                                                                     

第       号 

  年   月   日  

 

 様  

 

                           大田市長  

                            （こども政策課） 

                             （公 印 省 略）  

                                        

                                     

大田市幼児期通級指導教室による指導開始通知書 

 

 

下記の幼児について、幼児期通級による指導の利用を認めます。 

 

 

記 
 

 

 

１． 幼 児 氏 名 

      

 

２． 生 年 月 日     令和   年  月  日 

 

 

３． 幼児教育施設名   

 

                 

４． 指 導 の 内 容 
 

  

      

 



様式第３号（第１０条関係）  

                                                 

                                                    年   月   日  

大田市長様  

 

                            所（園） 

所（園）長  

氏名            

                             

大田市幼児期通級指導教室による指導終了報告書 

 

下記の幼児の通級による指導の終了について報告します。  

 

記 

 
 

 
在籍する 

幼児教育施設名 
  

 幼 児 氏 名
ふ り が な

  性別        

生 年 月 日                 歳児 

幼

児

の

状

況 

  

指 

導 

終 

了 

日 

 

 

年    月    日 

 

  

備

考  

※就学先への引継ぎ等について記載すること 

 


